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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年9月18日(2008.9.18)

【公開番号】特開2005-261601(P2005-261601A)
【公開日】平成17年9月29日(2005.9.29)
【年通号数】公開・登録公報2005-038
【出願番号】特願2004-77248(P2004-77248)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｍ   1/18     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  63/02     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  71/44     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  71/68     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｍ   1/18    ５００　
   Ｂ０１Ｄ  63/02    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  71/44    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  71/68    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月5日(2008.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  筒状容器に中空糸膜束を収容し、両端部をポッティング加工して得た中空糸型血漿成分
分離器であって、筒状容器に収容される中空糸膜は少なくともポリスルホンとポリビニル
ピロリドンとを含むポリマーから構成され、前記中空糸膜中のポリビニルピロリドンの濃
度が２ｗｔ％以上４ｗｔ％以下であり、且つ中空糸内表面のポリビニルピロリドンの濃度
が３３ｗｔ％以上であって、該中空糸膜の血漿総蛋白の吸着量が０．４５ｇ／ｍ２以下で
あり、且つ、該膜のＩｇＧの透過率が６５％以上、フィブリノーゲンの透過率が２０％未
満である事を特徴とする中空糸型血漿成分分離器。
【請求項２】
　ポリビニルピロリドンの少なくとも一部が不溶化されている請求項１に記載の中空糸型
血漿成分分離器。
【請求項３】
　中空糸膜の内径が１９０μｍ以上２３０μｍ以下であり、且つ、牛血漿の限外濾過率（
ＵＦＲ）が１５～８０ｍｌ／ｈｒ・ｍ２・ｍｍＨｇである事を特徴とする請求項１または
２に記載の中空糸型血漿成分分離器。
【請求項４】
　膜面積が１．５～３．０ｍ２であることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の
中空糸型血漿成分分離器。
【請求項５】
　中空糸型血漿成分分離器によってディスカード法により牛血漿の濾過実験を行った時、
牛血漿を４リットル処理した際のＩｇＧの透過率が６０％以上、フィブリノーゲンの透過
率が２０％未満である事を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の中空糸型血漿成分
分離器。
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【請求項６】
　ディスカード法により牛血漿の濾過実験を行った時、牛血漿を４リットル処理した際の
膜間圧力差の上昇が５０ｍｍＨｇ以下である事を特徴とする請求項１～５のいずれかに記
載の中空糸型血漿成分分離器。
【請求項７】
　中空糸型血漿成分分離器によってストップエンド法により牛血漿の濾過実験を行った時
、牛血漿を４リットル処理した際のＩｇＧの透過率が４０％以上、フィブリノーゲンの透
過率が２０％未満である事を特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の中空糸型血漿成
分分離器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　すなわち本発明は、下記に関するものである。
　（１）筒状容器に中空糸膜束を収容し、両端部をポッティング加工して得た中空糸型血
漿成分分離器であって、筒状容器に収容される中空糸膜は少なくともポリスルホンとポリ
ビニルピロリドンとを含むポリマーから構成され、前記中空糸膜中のポリビニルピロリド
ンの濃度が２ｗｔ％以上４ｗｔ％以下であり、且つ中空糸内表面のポリビニルピロリドン
の濃度が３３ｗｔ％以上であって、該中空糸膜の血漿総蛋白の吸着量が０．４５ｇ／ｍ２

以下であり、且つ、該膜のＩｇＧの透過率が６５％以上、フィブリノーゲンの透過率が２
０％未満である事を特徴とする中空糸型血漿成分分離器。
　（２）ポリビニルピロリドンの少なくとも一部が不溶化されている上記（１）に記載の
中空糸型血漿成分分離器。
　（３）中空糸膜の内径が１９０μｍ以上２３０μｍ以下であり、且つ、牛血漿の限外濾
過率（ＵＦＲ）が１５～８０ｍｌ／ｈｒ・ｍ２・ｍｍＨｇである事を特徴とする上記（１
）または（２）に記載の中空糸型血漿成分分離器。
　（４）膜面積が１．５～３．０ｍ２であることを特徴とする上記（１）～（３）のいず
れかに記載の中空糸型血漿成分分離器。
　（５）中空糸型血漿成分分離器によってディスカード法により牛血漿の濾過実験を行っ
た時、牛血漿を４リットル処理した際のＩｇＧの透過率が６０％以上、フィブリノーゲン
の透過率が２０％未満である事を特徴とする上記（１）～（４）のいずれかに記載の中空
糸型血漿成分分離器。
　（６）ディスカード法により牛血漿の濾過実験を行った時、牛血漿を４リットル処理し
た際の膜間圧力差の上昇が５０ｍｍＨｇ以下である事を特徴とする上記（１）～（５）の
いずれかに記載の中空糸型血漿成分分離器。
　（７）中空糸型血漿成分分離器によってストップエンド法により牛血漿の濾過実験を行
った時、牛血漿を４リットル処理した際のＩｇＧの透過率が４０％以上、フィブリノーゲ
ンの透過率が２０％未満である事を特徴とする上記（１）～（６）のいずれかに記載の中
空糸型血漿成分分離器。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５９】
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【表２】
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